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〔医療機関等における消費税の在り方に関する提言〕 
 

当協会は、平成２２年９月２２日公表した『医療費財源に関する提言』（別紙）に

おいて、消費税課税の不公平により医療機関等に大きな経営的ダメージを与えている

問題について、医療における消費税の非課税制度を課税制度に改めることにより解決

すべきであるという指摘を行った。 

この改正により、医業経営の崩壊を防ぐとともに、国民的視点からは消費税の逆進

性を緩和するため、複数税率の制度化も提言した。 

またその際、納税者番号によるインボイス方式と消費税の医療・福祉などへの目的

税化を前提として消費税率のアップに賛成した。 

今般、社会保障・税一体改革関連８法（以下、関連８法）の成立により消費税率が

１０％まで引き上げられることとなったが、関連８法の１つである「社会保障の安定

財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する

等の法律」第７条第一号トにおいて「医療機関等における高額の投資に係る消費税の

負担に関し、新たに一定の基準に該当するものに対し区分して措置を講ずることを検

討し、医療機関等の仕入れに係る消費税については、診療報酬等の医療保険制度にお

いて手当をすることとし、医療機関等の消費税の負担について厚生労働省において定

期的に検証を行う場を設けることとするとともに、医療に係る消費税の課税の在り方

については、引き続き検討する」と規定されるとともに、関連８法成立前の『一体改

革・三党合意（平成２４年６月１５日）』においても「医療については、第７条第一

号トに示した方針に沿って見直しを行うこととし、消費税率(国・地方)の８％への引

上げ時までに、高額の投資に係る消費税負担 について、医療保険制度において他の

診療行為と区分して適切な手当を行う具体 的な手法について検討し結論を得る。ま

た、医療に関する税制上の配慮等についても幅広く検討を行う」とされた。  

この結果、現在中央社会保険医療協議会（診療報酬調査専門組織・医療機関等にお

ける消費税負担に関する分科会）において医療機関等の消費税の負担、高額の投資に

1



係る消費税の負担に関して検証を開始したところであるが、最も喫緊の課題である医

療に係る消費税の課税の在り方を検討する場が設置されていない。 

当面は１０％までの引き上げとはいえ長期的視点からは欧米並みの引き上げの可

能性も否定できない様相にある状況下において、本来あるべき医療における消費税の

取扱いをできる限り早く正式な場において議論すべきである。 

以上の経緯から医業経営の専門家により組織される公益社団法人日本医業経営コ

ンサルタント協会は再度下記のとおり提言を行う。 

 
記 

 
 

１．社会保険診療報酬等（公的な医療保障制度に係る療養、医療、施設療養又はこれ

らに類するものとしての資産の譲渡等、介護保険法の規定に基づく居宅介護サー

ビス費の支給に係る居宅サービス及び施設介護サービス費の支給に係る施設サ

ービス等）に対する消費税の非課税制度を課税制度に改めること。 

 

２．速やかに医療等に係る消費税の課税の在り方を検討する場を政府税制調査会等に

設けること。 

 

国民の福祉、社会保障は国民皆保険制度により守られており現物給付されている医

療や介護はそのために公定価格により運営されている。この点が他の業種、事業、取

引と大きく異なる点であり、控除対象外消費税等を診療報酬等によって手当しようと

する根拠にされているが、この仕組みは今後予想される消費税の税率アップを前提と

した場合、国民にとって極めてわかりづらいものとなっており、課税化こそが透明で

納得性の高い方策であると確信している。 

以  上 
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予想される医療機関への影響について 

前回の提言において、平成 19 年から平成 21 年の控除対象外消費税等の試算を行っ

た。 

診療所においては平均で203万円（35万円～400万円）、病院においては平均で2,253

万円（数万円～数億円）の控除対象外消費税等が発生していると指摘した。 

消費税率が現在の5％から8％に引き上げされた場合、診療所では平均で324万円、

病院では平均で3,604万円の控除対象外消費税等になる。10％に引き上げされた場合、

診療所では平均で406万円、病院では平均で4,505万円の控除対象外消費税等になる。 

このように 8％、10％に引き上げされた場合、医業経営に大きな影響を与えること

になる。 
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（税理士・公認会計士） 

〃 川原 丈貴 広報委員会委員 
㈱川原経営総合センター 代表取締

役社長（税理士・公認会計士） 

〃 佐藤 正雄 
医業経営コンサルタント資格

認定審査会委員 
㈱湧志 代表取締役 
（税理士） 

〃 塩田 龍海 企画調査委員会委員 
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照会先：公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会 

事務局 宮本 TEL：03-5822-6996 
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【※「第２部　寄附金について」は、資料を添付していません。】



 
































































































































































































